
平成24年1月13日

○

回復前 回復後

1 故人
（88歳）

男 943,300円 936,800円 1,880,100円
回復前の厚生年金加入期
間１５１月に１５２月を追加

〇ご本人（故人）の死亡届等の手続きに、ご遺族（配偶
者）が相談窓口を訪れる。

〇ご遺族に故人の年金記録の再確認をお願いしたとこ
ろ、ご遺族の申出の職歴と一致する厚生年金の記録
（フリガナの一部相違）が判明し、記録を統合した。

〇今回の記録判明による増加分の年金は、ご遺族に
未支給年金として支払われることになる。

約2,640万円
（未支給分）

2 85歳 女 696,700円 788,900円 1,485,600円
回復前の厚生年金加入期
間０月に１５５月を追加
（老齢基礎年金受給者）

○「ねんきん特別便（全員便）」の回答票をご本人の代
理人（子）が持参し、相談窓口を訪れる。

〇ご本人が「もれがある」と申出の会社名及び勤務期
間により調査したところ、ご本人の申出と一致する厚生
年金の記録（氏名未収録）が判明し、記録を統合した。

〇記録統合前は、国民年金の記録のみで老齢基礎年
金を受給していたが、今回判明した記録により老齢厚
生年金が受給できることになった。

約2,010万円

3 80歳 女 675,400円 506,100円 1,181,500円
回復前の厚生年金加入期
間２９月に１５４月を追加

〇「脱退手当金を受けたとされる期間があるが、支払
いは受けていない」との申出をご本人から受ける。

〇年金記録確認第三者委員会（総務大臣）あての年金
記録に係る確認申立書を受付し、年金記録確認第三
者委員会に送付する。 約1,950万円

年金額回復の具体的事例

平成23年10月24日から平成23年10月28日までに年金額試算を全国の年金事務所で行った増加年金額が大きい
１０ケースについて取りまとめたもの
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概　　　　要
（参考）一定の前提で
の増加総額の機械的
計算（※）

〇その後、総務大臣から脱退手当金を支給した期間を
回復するようにとの年金記録訂正のあっせんを受け、
記録を訂正した。

4 故人
（70歳）

男 672,100円 1,420,900円 2,093,000円
回復前の厚生年金加入期
間２７３月に１８４月を追加

〇ご本人（故人）の死亡届等の手続きに、ご遺族（配偶
者）が相談窓口を訪れる。

〇ご遺族に故人の年金加入期間の再確認をお願いし
たところ、ご遺族の申出の職歴と一致する旧姓当時の
厚生年金の記録が判明し、記録を統合した。

〇今回の記録判明による増加分の年金は、ご遺族に
未支給年金として支払われることになる。

約670万円
（未支給分）

5 故人
（77歳）

男 668,600円 403,600円 1,072,200円
回復前の厚生年金加入期
間２１０月に４４月を追加

○遺族厚生年金の受給者であるご本人から配偶者（故
人）の年金加入期間の再確認の申出が郵送される。

○ご遺族の申出の職歴等により調査したところ、ご遺
族の申出と一致する厚生年金の記録（フリガナの一部
相違）が判明し、記録を統合した。

○今回の記録判明による遺族厚生年金の増額のほか
に、厚生年金の加入期間が２５４月となったことから、
遺族厚生年金の計算の基となる加入期間が２４０月以
上ある受給者に６５歳から支給される「経過的寡婦加
算額（約５９万円/年額）」が加算されることになる。

〇併せて、故人が生前に受給していた老齢厚生年金
の増額分についても、ご遺族に未支給年金として支払
われることになる。

約1,900万円
（未支給分含む）

6 88歳 男 638,900円 793,100円 1,432,000円
回復前の厚生年金加入期
間１１１月に８７月を追加

○「受給者便」の回答票が事務ｾﾝﾀｰから回付される。

〇ご本人が「もれがある」と申出の会社名及び勤務期
間により調査したところ、ご本人の申出と一致する厚生
年金の記録（氏名未収録）が判明し、記録を統合した。

約1,790万円
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7 89歳 男 614,500円 1,599,200円 2,213,700円
回復前の厚生年金加入期
間２７２月に１０３月を追加

○「ねんきん特別便（名寄せ便）」のフォローアップ対象
者であるご本人から回答票が郵送される。

〇ご本人のものと思われる記録とご本人の申出の職
歴が一致したことから、記録を統合した。

約1,780万円

8 83歳 男 418,700円 1,943,700円 2,362,400円
回復前の厚生年金加入期
間３０１月に６７月を追加

○「グレー便」の対象者であるご本人に、年金事務所よ
り電話連絡をする。

〇ご本人のものと思われる記録について、これまでの
職歴の確認をお願いしたところ、ご本人の申出の職歴
と記録が一致したことから、記録を統合した。

約1,000万円

9 76歳 男 399,300円 1,299,000円 1,698,300円
回復前の厚生年金加入期
間２８７月に９４月を追加

○年金加入期間の再確認に、ご本人が相談窓口を訪
れる。

〇ご本人の申出の職歴により調査したところ、ご本人
の申出とほぼ一致する厚生年金の記録（フリガナ及び
生年月日の一部相違）が判明し、ご本人に生年月日の
相違を確認し、記録を統合した。

約950万円

10 83歳 男 389,700円 1,985,800円 2,375,500円
回復前の厚生年金加入期
間３１７月に６４月を追加

○「受給者便」の回答票をご本人の代理人（子）が持参
し、相談窓口を訪れる。

〇ご本人が「もれがある」と申出の会社名及び勤務期
間により調査したところ、ご本人の申出と一致する厚生
年金の記録（氏名未収録）が判明し、記録を統合した。

約930万円

　　年金記録が回復した経緯別内訳（今回の１０事例）

　　１件　（事例　７ ）

　　１件　（事例　２ ）

１件 （事例 ８ ）

ねんきん特別便（名寄せ便）

ねんきん特別便（全員便）

グレー便（旧台帳記録を活用したお知らせ） 　１件 （事例 ８ ）

　　２件　（事例　６、１０ ）

　　１件　（事例　３ ）

　　４件　（事例　１、４、５、９ ）

　　１件　（事例　７ ）フォローアップ（電話・文書・訪問）対象事案

（注１）　本表は、上記期間において全国の年金事務所で行った年金額試算における増加年金額（年額）の上位１０ケースについて事例
概要、年金額回復の経緯を取りまとめたもの

その他（一般年金相談）

（注２）　※の「（参考）一定の前提での増加総額の機械的計算」は、基本的に各ケースの受給開始年齢から65歳時点の平均余命（男性
＋18.86歳、女性＋23.89歳）までの期間（この平均余命を超えているケースは現在年齢までの期間、すでに死亡されているケース（未支
給分）は死亡時までの期間）について受給すると仮定して機械的に計算した金額であり、実際に支払われる差額ではない（実際には、在
職や雇用保険受給による支給停止等や物価スライドがあるが、これらによる支給額の変動は考慮していない）

グレー便（旧台帳記録を活用したお知らせ）

受給者便 （加入期間及び報酬額のお知らせ）

第三者委員会（あっせん）



〈参考：用語の説明〉

○ねんきん特別便

全ての受給者・加入者（約1億９百万人）に加入記録を送付（19年12月から20年10月）し、漏れや誤りを本人に確認していた
だくもの。「漏れや誤りがある」との回答をいただいたものは記録の確認作業を行い、結果を本人にお知らせしている。
「名寄せ特別便」

基礎年金番号の記録との突合せにより結びつく可能性のある記録があった方へ送付（19年12月から20年3月）。
「全員特別便」

それ以外の全ての方へ送付（20年4月から10月）。

○フォローアップ照会

20年3月までに年金受給者の方に送付した「名寄せ特別便」に対して、「訂正なし」と回答をいただいた方及び未回答の方
であって、未統合記録（基礎年金番号に統合されていない記録）の持ち主である可能性の高い方約88万人を対象として、電
話、訪問及び文書により記録を確認し、年金事務所等で調査できるものは、概ね確認作業を終了。
21年10月から、市区町村の協力を得て、接触できない方の電話番号等の把握や記録の調査を実施している。

○グレー便

マイクロフィルムの形で保管されている厚生年金等の旧台帳記録と基礎年金番号記録との突合せの結果、旧台帳記録が
本人の記録である可能性がある方約６８万人に対して、20年5月に「年金加入記録の確認のお知らせ」を送付し、記録の確
認作業を行っているもの。連絡先(電話番号等)の連絡をいただいた方について、個別に電話や訪問による記録の確認作業を
行っている。

○黄色便

未統合記録約5000万件について、「ねんきん特別便」による記録確認の取組みと並行して、住民基本台帳ネットワークシ
ステムや旧姓等の氏名変更履歴などとの突合せにより、未統合記録の持ち主である可能性がある方に20年6月から21年12
月の間に「年金記録確認のお知らせ」を送付し、記録の確認作業を行っているもの。

○ねんきん定期便

21年4月より、全ての現役加入者の方に対し、年金加入期間、保険料納付額及び年金見込額などを毎年誕生月にお知ら
せしているもの。｢漏れや誤りがある｣との回答をいただいたものは記録の確認作業を行い、結果を本人にお知らせしている。

○受給者便

厚生年金受給者等に対し、標準報酬月額の情報を含むお知らせを送付（21年12月から22年11月）し、標準報酬月額及び
資格期間に漏れや誤りがないかを本人に確認していただくもの。
「漏れや誤りがある」との回答をいただいたものは記録の確認作業を行い、結果を本人にお知らせしている。

○年金記録確認第三者委員会
年金記録の確認について、国（厚生労働省）側に記録がなく、ご本人も領収書等の物的な証拠を持っていないといった事

例について、国民の立場に立って、申し立てを十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示
すことを任務として平成19年6月に総務省に設置された組織。委員は専門性及び見識の高い法曹関係者、学識経験者等
から任命されている。

○脱退手当金
昭和61年3月までの厚生年金保険法において、60歳に到達したとき、または、60歳に到達したあと厚生年金の資格を喪失

した方で、加入期間が短期間であるために、いずれの年金も受けることができないときに、お支払いする一時金。

【お問合わせ先】

日本年金機構 年金給付部
岡村 計三 （電話：０３－６８９２－０７６９）
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